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総務・産業建設常任委員会（令和８年３月12日） 

◎委員長（鬼頭博和君） 皆様おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから総務・産業建設常任委員会を開催い

たします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案10件であります。 

 これらの案件を逐次議題といたします。 

 審査に入る前に当局から御挨拶をお願いいたします。 

◎総務部長（中村定秋君） 皆さん、改めましておはようございます。 

 今回お願いしております10件の議案につきましては、いずれも条例改正で

ございますけれども、中には手数料条例、あるいは給水条例といった市民生

活に直接関わる議案も含まれております。丁寧な答弁に努めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございました。 

 それでは、審査に入ります。 

 初めに、議案第９号「岩倉市行政手続条例の一部改正について」を議題と

いたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） この条例の一部改正は、デジタル社会の形成を図る

ために規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正す

る法律の一部が改正されたためにということで、岩倉市も条例の一部改正な

わけなんですが、不利益処分の方のデジタル技術を有効に活用することがで

きるようにするに当たり、所要の改正を行うということで改正内容が書いて

あるんですが、個人情報についてどういう対応がされるのかということにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

◎行政課長（兼松英知君） まず前提としまして、不利益処分をするに当た

って、まずは名宛て人に対しまして通知を送ります。その通知が届かなかっ

た場合の手段としてのインターネットの活用となります。 

 インターネット上に載せる場合ですけれども特定の個人の氏名、住所等が、

ホームページに掲載することとなるため、インターネット上の機械的な情報

収集の手法への対策を行います。具体的には、氏名とか住所について画像化

をいたします。画像化をすることによって個人情報が即座に文字列情報とし
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て取得されるというところ、一手防ぐというところができるというところで

ございます。まず画像化するというところ。 

 もう一つ、個人情報の収集を禁止するというような事柄をそこのウェブ上

に掲載をしておくというところを考えております。 

◎委員（桝谷規子君）  考えてくださっていることが全て、100％まだ理解

できないんですが、あくまでも、不利益処分の名宛て人の所在が不明である

場合ということでのデジタル技術をということで、届く場合はこういう問題

はないという認識でよろしいんでしょうか。 

◎行政課長（兼松英知君） 名宛て人に届かなかった場合の手法というとこ

ろになります。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 行政手続の実務のほうで、今、住所、氏名を画

像化して文字列を消される、そういう手続がされるというところでいろいろ

な業務が発生すると思うんですけど、そういったところの負担というのは特

にないと考えてもいいんでしょうか、それとも何かミスとかを防止するよう

な対策が取られていくようなものになるのでしょうか、教えてください。 

◎行政課長（兼松英知君） 今後新たに発生する事務となりますので、一定

の事務負担は生じます。また、通知を単にＰＤＦ化するだけではなく個人情

報の部分を画像化するという手順も発生しますので、一定の事務負担があり

ます。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） そういった作業を複数人で対応していくという

ふうでよろしいでしょうか。 

◎行政課長（兼松英知君） 複数人で対応するという取扱いは徹底いたしま

す。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、質疑はないようですので、これで質疑

を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第９号「岩倉市行政手続条例の一部改正について」賛成の委員の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第９号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第10号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正につ

いて」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 通勤手当の関係で、駐車場の手当の新設というとこ

ろですけれども、本会議のほうで1,500万円ほど影響額が出るんじゃないか、

増えるんじゃないかというような御答弁もありましたところですけれども、

結構な金額だなというところなんですが、通勤手当の関係を始めるに当たり

まして、こういったことを導入される他市町の状況というのがもし分かりま

したらお聞かせください。 

◎秘書人事課統括主査（犬飼智博君） 近隣市町に聞き取った情報ですが、

条例自体は本市と同じく、5,000円を超えない範囲で市長が規則で定める額

としているところがほとんどで規則の詳細はまだ決まっていないということ

なんですけれども、本市と同じく、規則でも5,000円を上限とするという予

定と聞いております。 

 ただ、江南市のみ、職員の駐車場の契約金額を鑑みまして2,000円を上限

とする予定と聞いております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 今の質疑で梅村委員が1,500万の影響があると言わ

れたのは駐車場じゃなくて通勤手当のほうじゃなかったかなと思って聞いて

いたんですが、駐車場も他市町のを言われたんだっけ。 

〔「駐車場のほうだけです」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（桝谷規子君） 職員の皆さんが通勤される状況、実態調査されたと

いうことを本会議でもお聞きしたところですが、上限が5,000円というのは

ほとんどの、私があんまりよく分かっていないんですが、市役所周辺の駐車

場料金の中でほぼ、どれぐらいの割合が手当としてされるのかということ、
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それも本会議で聞かれましたっけ。 

〔「聞いていない」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（桝谷規子君）  上限額が5,000円というのが、今の実態に合わせて

どれぐらいの割合が手当として支給されることになるのかということでお聞

きしてよろしいでしょうか。 

◎秘書人事課統括主査（犬飼智博君） 少し補足させていただきますと、駐

車場の料金の支給に関しても通勤手当の中で支給させていただきますので、

その影響額が1,500万円弱ということでございます。 

 今の御質問に関しましては、市役所の周辺の駐車場の料金ですが、細かく

調査しているわけではないんですけれども、約、市役所周辺は１万円ぐらい

はしていますので、5,000円なので半分ぐらいです。 

 市役所以外にも当然外部の職場、消防署とか保育園等の職場もございます

ので、そういったところは5,000円未満で駐車場を借りているという状況を

聞いております。 

◎委員（桝谷規子君）  通勤手当の上限６万6,400円というのも今の実態に

合わせて、その上限はどれぐらいの割合で支給されるというふうな見込みで

しょうか。 

◎秘書人事課統括主査（犬飼智博君） 今現在、本会議でもお答えさせてい

ただいているんですけれども、60キロを超えている通勤の職員はおりません

ので、実際にはそこまでかかっている職員はいません。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 私からも職員、今の皆さんの実態のところで教

えていただきたいんですけど、この条例が改正されることによって自己負担

が軽減されるのかなというところなんですけど、今現状としては自分の負担

で駐車場を借りられたりとかしている方が実際にいるというふうに認識して

よろしいでしょうか。 

◎秘書人事課統括主査（犬飼智博君） 今現在は全て職員の自己負担となっ

ています。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はないようですので、これで質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 
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 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第10号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第10号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第12号「岩倉市手数料条例の一部改正について」を議題とい

たします。 

 ここで委員長より、この議案については厚生文教常任委員会が所管する内

容も含んでおりますので、議案第12号については厚生文教常任委員会と連合

審査で審査してはどうかということを提案したいと思いますが、この提案に

ついて他の委員の皆様の御意見を伺いたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、連合審査ということで行いたいと思い

ます。 

 お諮りいたします。 

 議案第12号については、連合審査会の開催を厚生文教常任委員会へ申し入

れることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 次に、連合審査会を開催する日時等につきましては厚生文教常任委員会と

協議する必要がありますので委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 ここで連合審査会の開催を調整する間、休憩したいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認めます。 

 よって休憩をいたします。 
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（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 厚生文教常任委員会との連合審査会について報告をいたします。 

 連合審査会を開催する申入れに対し、厚生文教常任委員会委員長からこれ

に応ずる旨の回答がございました。また、連合審査会を開催する日時等につ

いては、厚生文教常任委員会委員長と協議を行った結果、本日10時25分から

第２、第３委員会室において開催することに決しました。 

 お諮りいたします。 

 連合審査会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認めます。 

 よって、休憩といたします。 

（総務・産業建設常任委員会、厚生・文教常任委員会連合審査会開催のため

休憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第12号「岩倉市手数料条例の一部改正について」の議案審査を再開い

たします。 

 なお、質疑につきましては、さきの連合審査会で終結をしております。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第12号「岩倉市手数料条例の一部改正について」

反対の立場の討論をさせていただきます。 

 受益者負担の適正化を図るために策定した、使用料・手数料等の見直しに

関する基本方針に基づき、所要の改正を行うというものですが、物価高騰が

続く中市民負担が増えるということで、やはり賛成はできません。 

 賛成できない一番大きな内容は、先ほどまで議論がありました放課後児童

健全育成手数料の額であります。核家族、共働きの家庭が増え、子どもをめ

ぐる様々な事件などもある中で、学校敷地内に建設されて下校時の危険も回

避され、児童館学童保育のときから比べてどんどん今、利用する子どもたち

が増えているという状況です。利用する子どもたちが増えてきている中でも、
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学校内の敷地内の放課後児童クラブの会場が狭くても待機児童を出さずに全

ての子どもたちを受け入れるという努力をしていただいて学校の図書室など

も、夏休みなどの利用など定員を増やす対策もしていただいていることに非

常に感謝するものであります。 

 また、他市町の利用料の現状も先ほどまでの議論の中でありましたが、や

はり岩倉市は1.5倍化する中でも低額に抑えていただいているという現状も

ありました。しかしながら、幾ら他市町に比べて低額だからといっても上限

である1.5倍に増額していくのはどうなんでしょうか。兄弟がいても半額補

助というのはないという状況の中で、やはり上の子どもさんは利用させずに

家で留守番をさせるという家庭も出てくるのではないかと心配するものです。

もちろん、遺児手当などの家庭についての減免や免除の制度もあることもお

答えの中で分かったわけですが、やはり物価高騰が続く中での市民負担が増

えるということで賛成しかねます。 

 こどもまんなか応援サポーター宣言のまちの岩倉です。この手数料の値上

げには賛成できません。 

 また、６月１日から庁舎の窓口開庁時間を変更することに伴って、コンビ

ニ交付に係る市民の利便性を高め、利用を促進できるようにということでコ

ンビニ交付に係る手数料を100円とする特例を設ける、特例規定を設ける５

項も加えられましたが、任意取得であるマイナンバーカードを持っている人

のみ、コンビニ交付により交付する場合の印鑑登録証明書、住民票の写し、

納税証明書、課税証明書及び所得証明書に係る手数料について300円から100

円とする特例規定を設けることについては、やはり公平性の点で賛成できま

せん。 

 以上によって、議案第12号については反対とさせていただきます。 

◎委員（伊藤隆信君） 議案第12号「岩倉市手数料条例の一部改正について」

賛成の立場で討論をいたします。 

 まず改正の理由については、受益者負担の適正化を図るために策定した、

使用料・手数料等の見直しに関する基本方針に基づき各種手数料の額を改め

るものであります。市民にとって負担が増えることは大変であると思います

が、物価高騰やエネルギー価格の上昇という社会情勢を鑑みれば、利用され

る方の相応のコストを負担していただくことは持続可能な行政サービスを維

持する上で当然の選択であります。責任ある議会として、次世代に負担を先

送りせず、限られた財源をいかに効率的かつ公平に配分するかを考えねばな

りません。議会として、今回の改正に対して反対する合理的な理由はないと

考えております。 
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 以上の点から、議案第12号に賛成をいたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に討論はございませんか。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 議案第12号に反対の立場で討論をさせていただ

きます。 

 市民目線、利用者の方々の目線で、放課後児童クラブの手数料の値上げの

部分をとても心配しています。 

 施政方針では『「ふれ愛」広がるウェルビーイングなまちづくり』という

のを掲げていて、市民参加の視点で附属委員の意見を伺っているということ

ですが、また説明もされているということですが、利用者への説明が不足し

ているという状況ではないかと考えています。 

 また、やはり物価高騰の中、子育て世帯は本当に今耐えている状況、コロ

ナ禍以降ずっと耐えている状況にあります。また、利用者数が増えていると

ころで子どもたちから夏休み中の放課後児童クラブがカオスな状態だという

ような声も聞いているところから、またそこに受益者負担の適正化とウェル

ビーイング実現、この矛盾する部分での手数料値上げに対しては反対の立場

を取らせていただきます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第12号「岩倉市手数料条例の一部改正について」賛成の委員の挙手を

求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第12号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 続いて、議案第17号「岩倉市下水道条例の一部改正について」を議題とい

たします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 下水道使用料の端数処理について、使用料算定額に
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生じる端数を10円未満切捨てから１円未満切捨てに改めるというものですが、

影響額はどのぐらいになるんでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（井上美保君） 端数処理によります下水道使用料の

増加見込みなんですけれども、１年間で30万円程度の収入増を見込んでおり

ます。ただし、施行日は令和８年10月１日ということもありますので、令和

８年度は約10万円ほどの収入の増を見込んでおります。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） この切捨ての単位の改正は、もし違っていたらいけ

ませんが、少しでも収入増の意図があるのか、もしくは上水道事業において、

料金改定に伴うものということで何かシステム的にこういうふうにしていっ

たほうがいいというような意図もあるのかともちょっと思ったりもするんで

すが、切捨てしなければいけない意図というのはどういったところにあった

んでしょうか。 

◎上下水道課長（田中伸行君） 全国で料金改定というのは行われていると

ころがあるんですけれども、この機会に１円単位にしているところが現状は

多いです。 

 その理由として、やはり使ったものに対して料金がかかるというのがそも

そも使用料ということになりますので、微々たるものですけれども切り捨て

ることによって得をしている人、ぴったりの人は得をしていないだとかいう

ところもあるというような現状もあるというのが全国的な考えの中の一つで

あるという認識はしております。なので、本市といたしましても、やはりよ

り公平にという視点からこちらのほうは適正ではないかというような判断を

しております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 確かに微々たる、市民負担の中での金額の動き

だと思うんですけれども、市民生活への影響というのはどれぐらい検討され

たかお伺いしてもよろしいでしょうか。 

◎上下水道課長（田中伸行君） 先ほどの桝谷さんの質問に対してのお答え、

それぐらいの収入増ということで、単純に使った分はいただくのがベストや

ないかということで、昨年、下水道料金も改定させていただいたところで、

今回水道料金に対して、この後の議案ですけれども改正をさせていただいて

いて、それを適正な料金という視点で料金の改定をさせていただいておる中

の一環でこの１円単位というところも考えておりますので、市民生活への影

響というのは当然あるものだと認識しております。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） いつもの上下水道の使用料とか請求の紙を見て、
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本当にきれいに100円単位で請求いただいているところが、１円、10円とか、

そういう細かいお金が発生してくると思うんです。 

 今は両替とかも手数料がかかるような時代になってきている中で、引き落

としで数字が動くだけなのかもしれないんですけど、現金で支払いされる方

もいらっしゃる、そういったところの少し負担も出てくるのかなというとこ

ろも想像していて、そういったところまではさすがに検討されていないとい

うことですね。 

◎上下水道課長（田中伸行君） それは10円単位でも多分同じ話であると私

は考えますし、水道料金だけではなくてほかの電気代だとかいうものも同じ

ような１円単位で出ていると思いますので、そちらのところは御理解願いた

いと考えています。 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第17号「岩倉市下水道条例の一部改正について」賛成の委員の挙手を

求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第17号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第18号「岩倉市企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部改正について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 今回の改正ですけど、いろいろ社会の流れでこのよ
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うになってきているんだと思いますけど、一応確認をさせてください。 

 まず、配偶者に関わる扶養手当を廃止したのはなぜかというところでお願

いします。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 国において、配偶者の働き方に中立とな

るよう制度の見直しに向けた取組が進められております。こうした中で、民

間の事業所の配偶者手当の支給割合ですとか受給状況を鑑みて、令和６年度

の人事院勧告において配偶者手当の廃止がされました。昨年度、市長部局に

おいて関連する条例の改正を行っております。企業職員の給与に関すること

は、岩倉市職員の給与に関する条例や関連する規則の規定に準ずることとな

っておりますので、市長部局の改正に合わせて見直しを行うものになります。 

◎委員（梅村 均君） もう一つの箇所も同じく確認させてください。 

 定年前再任用短時間勤務職員に対して、住居手当を支給することになった

のはどういった理由からかを確認させてください。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 定年前再任用短時間勤務職員には前身と

なります再任用制度の導入時に、職務に関連する者を中心に手当を支給する

こととしましたが、60歳前の職員と同様に、再任用された職員が転居を伴う

異動を行う場合があります。令和６年度の人事院勧告で再任用職員にも住居

手当を支給するということがされましたので、先ほどの配偶者扶養手当の廃

止と同様に、企業職員についても同様の見直しを行うものになります。 

◎委員（桝谷規子君） 今の定年前再任用短時間勤務職員に対して、住居手

当を支給される人は何人ぐらい見えるんでしょうか。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 水道事業では定年前再任用短時間勤務職

員がおりませんので、該当なしとなります。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第18号「岩倉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改
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正について」賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第18号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第19号「岩倉市水道料金等審議会条例の一部改正につい

て」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 今回の改正では所掌事項を広くするというような改

正でございます。 

 確認ですけれども、第４条で、委員７人以内をもって組織するとありまし

て、その２項で４種類ほどのカテゴリーから市長が委嘱をされておりますけ

れども、識見を有する者とか各種団体の代表者、水道及び下水道の使用者と

市民の代表となっていますけど、現在の内訳はどういった人数内訳での構成

になっているかを教えてください。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 第４条、第２項、第１号に規定する識見

を有する者につきましては大学の教授を１名、第２号の各種団体の代表者に

つきましては商工会及び消費生活モニターからそれぞれ１名ずつの計２名、

第３号の水道及び下水道の使用者は法人の使用者と市民委員登録制度からそ

れぞれ１名ずつの計２名、最後の第４号の市民の代表者につきましては公募

による選定としておりまして計２名、これらを合わせて合計７名で組織して

おります。 

◎委員（桝谷規子君） 審議会の所掌する事務を広げてきたということで、

ＰＦＡＳに関連する水質検査などがこれから増えていくという方向の中でそ

ういう調査事項が公表されると審議会を開いていくというようなことになる

のかなと思うんですが、審議会というのはどういった開催状況になっていく

のかお聞かせいただきたいと思います。 

◎上下水道課長（田中伸行君） 審議会、今の条例の立てつけでは諮問をさ

れてからというような条例の立てつけになっております。 

 ただ社会情勢や、先ほど言われたように岩倉市はちょっとＰＦＡＳの検査

もありますのでやはり経営状況を含め、水道事業というものの今の経営状況

だとか決算の状況などをやはり審議会の方に御報告する場が年１回ぐらいは
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最低必要じゃないかというふうに考えております。今後もまた社会情勢が急

激に変わってくることもございますので、その都度情報を提供して、今の料

金体系でまだこの先やっていけるのかなどということを、やはりフレッシュ

な情報を皆さんにお知らせしたいということがありますので、現時点でじゃ

あ、わざわざそのＰＦＡＳを４回検査、年に、しなきゃいけなくなるんです

けれども、その都度やるということは考えていません。全体の水道の経営状

況で今こういう経営状況ですと、来年に当たってはこのような形になりそう

ですというような情報を提供していきたいというふうに考えております。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 私も同じところが気になっていて、市長の諮問

を待たずに審議会ができるというところなんですけれども、今はＰＦＡＳの

話であるとか経営状態の話というところで御説明をいただいたんですが、ほ

かにも、審議の範囲というのはどれぐらいまで想定されているのかなという

ところがあれば教えていただきたいです。 

◎上下水道課長（田中伸行君） どちらかというと、審議をしていただくと

いうものではないというふうに私ども考えていまして、今の審議をしていた

だくということに関しては料金、この料金でいいですかという諮問を受けて

審議をするということになると思うんですね。答申という形も正式には、流

れではありますが、答申も意見を伺う、御意見として審議会としての意見は

こうだよというのが一般的な流れになります。 

 なので、内容的には情報を提供して、我々もいろんな方にアドバイスいた

だく場も必要かなというふうに思っておりまして、いろんな団体の方が審議

会のメンバーにはいらっしゃいますので、我々がこういうことを考えている

だとか、経費削減についてこういう動きをしているだとかにさらによきアド

バイスをいただければというように考えております。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 丁寧な説明をいただき、ありがとうございます。 

 やっぱり条例の中で審議会がとか、この審議に関することとか書いてあっ

たので、情報を報告するための改正というかそういうふうにちょっと読めな

かったところがあったので、理解をしました。ありがとうございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 
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 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第19号「岩倉市水道料金等審議会条例の一部改正について」賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第19号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第20号「岩倉市水道事業給水条例の一部改正について」

を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 審議会の会議録を完全に読み込めていなくて申し訳

ないですけど、まず、検討をされた審議会において料金が上がることに対し

て反対者というのはいなかったんでしょうか、確認をさせてください。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 絶対的に反対だという委員の方はいませ

んが、市民生活ですとか中小企業の状況も考慮して慎重に判断すべきといっ

た意見ですとか、少量使用者への配慮や、急激な負担増とならないような料

金体系にすべきという意見がありました。 

 これらの意見を踏まえて、料金改定の必要性を御理解いただいた上で改定

案をまとめております。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 次に改正内容のことで教えていただきたいことがありますが、28条の用途

区分が変わりまして一般用と臨時用の２つになりました。これまでは家事用

ですとか営業用ですとか５つぐらいになってたんですけど、なぜこの整理を

されたかというところを教えてください。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 本市の基本料金は湯屋用と特別栓を除く

と、家事用・営業用・官公署用で同額としておりますが、用途別の料金体系

というのは一般的には生活用に配慮した体系で、営業用などの負担が相対的

に大きくなることと維持管理に必要な固定費を安定して回収しづらいといっ

た特徴があります。 
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 今回の見直しに当たりましては、メーターの口径が大きいほど一度に多く

の水を使用できるということから水道施設の費用を多く負担すべきという考

え方に基づいて、口径別の体系に移行する検討を行っております。 

 また、全国の料金体系を見ますと口径別の体系が６割を占めているという

ことと、県内の事業体ですと用途別を選択しているのは本市を含めて４事業

体だけで、それ以外の31の事業体は口径別の料金体系になっております。こ

うした考え方ですとか、ほかの事業体の状況を踏まえて整理を行っておりま

す。 

◎委員（梅村 均君） ありがとうございます。 

 もう一点教えていただきたいのは、第29条の料金の算定で、基本水量の２

分の１を基準に半月分になるのか、１月分になるのかという基準があったん

ですけど、これがなくなったのはなぜかというとこで教えてください。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 現行の規定は１か月の基本水量を５立方

メートル以下と定めて、基本水量内は税抜きで500円の基本料金としており

ます。ただし、１立方メートル使っても５立方メートル使っても同一の基本

料金が発生するといった不公平感ですとか、１日ごとに日割り計算をしてい

くと事務処理も煩雑になりますので、そういったことを考慮して基本水量の

２分の１を基準とした月途中の料金の算定について定めております。 

 今回の見直しでは基本水量を廃止して使用水量が、ゼロ立方メートルを超

えて少しでも使うと料金が発生するという区分を新設しておりますので、こ

れに合わせた見直しを行っております。 

◎委員（梅村 均君） 分かりました。 

 メーター使用料を廃止するということにもなっております。答申書を見る

と用途別から口径別に変わったからとあるんですけど、この廃止の理由も確

認させてください。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） メーター使用料は、基本料金に含むケー

スと本市のように別途徴収するケースの２パターンに分かれるのが一般的で

す。 

 これまでは基本料金に含めていませんでしたが、料金の見直しの検討を行

う中で水道メーターの減価償却費ですとか修繕費を反映させた基本料金を設

定しておりますので、今回メーター使用料を廃止としています。 

◎委員（梅村 均君） 私からは最後ですけど、これまでも協議会等で説明

があったかもしれませんけど、料金改定の時期において、審議会の答申では

令和９年度となっておりましたが、資金不足が生じる見込みであるというこ

とから９年度が妥当という内容だったんですけど、今回は半年ほど早まって
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令和８年10月となっておりますけど、早まった理由についてどう考えている

かをお聞かせください。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 令和９年度の資金不足解消に向けて、審

議会の中でこれまで検討をしてきていますが、ＰＦＡＳに対する費用ですと

か修繕費なども増加しておりまして、想定以上に水道事業の資金が減少して

おりますので改定時期を早める検討を行いました。 

◎委員（日比野 走君） さっきのＰＦＡＳの費用分を回収するために半年

早めたというふうにお伺いしたんですけど、大体幾らほどの回収を見込んで

いるのかお聞かせ願えますでしょうか。 

◎上下水道課長（田中伸行君） ＰＦＡＳにという今フレーズが出たんです

けれども、今回の料金改定にはＰＦＡＳの対応前の経営状況で料金を設定し

ていますので、それは今後出てくる話になります。 

 なので、料金改定を令和９年で妥当という判断をしたときと状況が今は全

く変わってきているので、その間にＰＦＡＳに対応してきたりだとか、さら

に物価高騰もそれに追い打ちをかけているんですけれども、それに対する対

応費用が増加してきたので、これぐらいあるだろうと思っていた現金が急激

に減ってきたと、なので、このままだと本当に現金が枯渇してしまうので、

半年でも早くお願いして現金を確保しようという意図でありますのでよろし

くお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 口径別の表の中で家庭用が13ミリから20ミリ、本会

議の中で９割以上が13ミリと20ミリというふうにお聞きしたんですが、25ミ

リから75ミリまでの割合はほんの少しだということなんですが、どういった

ところで、どれぐらいの割合なのかお聞かせいただきたいと思います。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 今おっしゃっていただいたように13ミリ

と20ミリが全体の95％を占めておりまして、25ミリについては約２％、30ミ

リ以上につきましてはもう１％に満たない割合となっております。一番大き

な口径になりますと、大型店舗ですとか分譲マンションといったところが使

用しております。 

◎委員（桝谷規子君） 分譲マンションなども各それぞれの戸数の中では、

メーター口径は小さくなるという形なんでしょうか、そこら辺を教えてくだ

さい。 

◎上下水道課主幹（大橋 透君） 分譲マンションの場合は、親メーターに

75ミリを設置しております。 

 ただ、今回料金改定をすると75ミリの基本料金が今まで500円だったのが

物すごく高くなってしまうんですね。分譲マンションは、親メーターの口径
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は大きいですけれども基本的には各世帯で使われている使用水量というのは

そんなに多くないもんですから、分譲マンションについては口径13ミリが使

われているものとして料金の計算を行います。これによって一般の家庭と同

じような改定幅になると考えております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 私から、先ほどの答弁の中でやはり料金改定は

慎重にすべきだという声もあったというところで、あと令和９年が妥当だと

いう答申があった中で今は早めなければならないというところの判断につい

て、今の社会情勢とかを見ていても夏を迎えるのがちょっと怖いなと生活者

としては思っているところなんですけど、その後に水道料金の値上げも負担

で出てくるというところで、もう少し値上げするタイミングというのを慎重

に図ることはできなかったのかなというところをちょっとご意見お伺いした

いです。 

◎上下水道課長（田中伸行君） おっしゃってみえることは非常によく理解

するところでありますが、全員協議会でも現金のグラフだとかでお示しして

御説明をさせていただいているんですけれども、本当に１億円を切るかもし

れないというような状況になってきます。じゃあ、幾らあったらいいのかと

いうのは正直ありません。ただ、よく言われるのが、１年間例えば何も収入

がなくても水道事業として成り立つ、それはやっぱり年間の給水収益という

ものが目安になるというふうに考えています。事業体によってそれが半年な

のかというのはそれぞれの判断なんですけれども、岩倉市としては１年間の

現金を持っておくべきではないか、それが大体７億とか６億5,000万という

ところのオーダーなんですけれども、それが今１億円を切るかもしれないと

ころになります。 

 昨年度は大規模な漏水が神野町でございましたけれども、そのときにも

2,000万というお金がかかっている。これからは南海トラフだとか大地震、

災害というのが非常に懸念されています。そういうことが起こったときに１

億円しかなければ、もう事業としては成り立たなくなります。なので最低で

も１億円はキープするような方策を考えた場合で半年というのか、これがぎ

りぎりなんですけれども、今からやろうと思うとこれが最短になるんですね。

それが半年遅れれば１億円を切ってしまう。 

 でも、現金があるじゃないかという考えもあるかもしれないんですが、も

うこの水道事業、岩倉の規模でもそれぐらい本当に危険水域だと我々は考え

まして、半年でありますがお願いを、こういう形で議案の上程をさせていた

だいておるということでございます。 
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◎委員（桝谷規子君） 岩倉には自己水源がかつて13あって一つずついろん

な、老朽化して問題があって、水質検査などで自己水源がだんだん使えなく

なり、今回もＰＦＡＳによって県水に切り替えるという割合が増えてきたわ

けですが、県水自体が高過ぎるんではないかというふうな思いがあるんです

が、県議会のほうでも県水の値上げがあったと思うんですが、高過ぎる県水

の引下げをというような要望などもしていく必要があるんではないかと思い

ますが、そこら辺はいかがお考えでしょうか。 

◎上下水道課長（田中伸行君） それは水を買う我々としても安いほうがい

いのは当たり前の話でありまして、ただ、同じように県も維持をしていかな

ければならない、物価高騰があるということでいけば我々と同じような状況

であることは間違いありません。それに対してじゃあ、県水が来なくなれば

同じように市民に水が行かなくなりますので、愛知県もその辺はちゃんと収

支計画を立てて、更新計画を立ててその中で適正な料金を設定しているとい

うことであります。 

 なので我々としては、経営状況の報告を受ける機会には、もっと費用削減

ができるんではないかというようなことを要求して、県もそれに応えていた

だくように努力していただくということは要望しております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第20号「岩倉市水道事業給水条例の一部改正に

ついて」反対の立場で討論をさせていただきます。 

 岩倉市の水道料金は、2008年12月に基本水量の見直しを行って以降、改定

していない状況であります。かつては岩倉の水道は、もう30年以上前ですが、

水不足のときに学校のプールなどが使えなかった近隣市町と比べて岩倉は自

己水源が13あるから学校のプールも使えるんだというようなことを先輩たち

からお聞きして、岩倉の自己水源がすばらしいとずっと認識してきたもので

すが、この間ＰＦＡＳなどの影響でやはり県水に切り替えなくてはいけない

ということも議論をしてきたところです。 
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 また、３年前に水道料金等審議会を設置して水道料金の適正化について検

討を行っていただき、審議会より答申書が提出されて水道料金の改定につい

て意見が付されて、この内容に準じて所要の改正を行うというものでありま

す。市議会での議論など丁寧な段階を経ての資金不足となることで、この料

金の見直し、値上げは致し方ないと思うものの、物価高騰が続く中での市民

負担が増えるということにやはり賛成はできません。高い県水の料金の引下

げをやはり、県にも意見していくことも必要ではないかと考えるものです。

先ほどの答弁の中でも、適正な料金にと要望しているということもお伺いし

たところですが、審議会においての議論の中でも反対の方はいなかったとい

うことですが、今の市民生活を考える中で賛成しかねるということで、反対

とさせていただきます。

◎委員（伊藤隆信君） 議案第20号「岩倉市水道事業給水条例の一部改正に

ついて」賛成の立場で討論をいたします。 

 まず改正の理由については、岩倉市水道事業経営戦略において令和９年度

に資金不足となることが確認されたことから岩倉市水道料金等審議会が設立

され、水道料金適正化について検討がされました。審議会より答申書が提出

され、水道料金の改定についての意見書が付されたため、この内容に準じて

所要の改正をするためであります。水道料金の改定は、安定した水道水供給

のため、ＰＦＡＳ対応のため、何より次世代へ負担を先送りしないため、や

むを得ない処置であります。 

 議会としては、今回の改正に対して反対する合理的な理由はないと考えて

おります。 

 以上の点から、議案第20号に賛成をいたします。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 議案第20号の「岩倉市水道事業給水条例の一部

改正について」反対の立場で討論をさせていただきます。 

 もう本当に市の財源難も十分に理解していますし、物価高騰のあおりを市

自体が受けていることも十分に理解しています。 

 確かに先送りしないという判断もあるんですが、やはり市民生活に寄り添

う必要があると考えています。これからもガソリン代が高くなっていって、

電気代などの家庭の負担も高騰してくるだろうという情勢が予想されている

中で水道料金値上げのタイミングというのも慎重に検討していくべきだと考

えています。市が財政難であることと同時に、市民の生活もとても今財政難

の状況があるというところで、やはりもう少し慎重にしていかなければなら

ないと考えていますので反対とさせていただきます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、討論を終結し、採決に入りま

す。 

 議案第20号「岩倉市水道事業給水条例の一部改正について」賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第20号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは休憩を閉じ、再開いたします。 

 続きまして、議案第21号「岩倉市消防長及び消防署長の資格を定める条例

の一部改正について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） 質疑がないというのもちょっと。 

 予防業務というのが本当に大切な業務だということは理解しています。今

回の改定によって、消防体制であるとか人事運用にどういった影響があるの

か教えていただけますでしょうか。 

◎総務課長兼防災コミュニティーセンター長（小川 薫君） 予防業務の充

実とともに現場職員についても一定の増員を図ることとしております。 

 消防本部全体としての組織力の向上を考えておりまして、今回は新規採用

職員、５人予定をしておりまして、消防署のほうでも３名ほどの増員は考え

ておるところでございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 
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 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第21号「岩倉市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正に

ついて」賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第21号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第22号「岩倉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 今回の改正で補償基礎額などが変わっておりますけ

ど、そういった面はいいんですけれども、現在の消防団員の公務というのは

どういったものになるのか、操法大会ですとかその練習、また毎月９のつく

日の訓練とか、あと桜まつりなんかはイベントの警備もあったりするんです

けど、この消防団員の公務について教えてください。現在はどうなっている

か、お願いします。 

◎総務課統括主査（木村裕樹君） 消防団員として出動、または従事した活

動全てが公務となります。したがいまして、御質問にありました操法大会や

それに伴う練習、毎月の９のつく日の訓練、桜まつりなどの市のイベントで

の警備につきましても全て公務となります。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はないようですので、これで質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略します。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第22号「岩倉市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第22号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第23号「岩倉市火災予防条例の一部改正について」を議

題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（梅村 均君） 火災に関する警報の発令中における火の使用制限と

いうことで、警報発令中になると火の使用制限がかかるという内容のところ、

第29条ですけれども、今回の改正で１号と５号を削除しております。１号、

５号というのは山林や原野等において火入れしないことという内容ですけど、

なぜ削除されているのかというところで、本市には山林とか原野がないから

というようなことも少し思うんですが、よく見ると山林、原野等と書いてあ

りますもんですからひょっとして、等が何を意味しているのかによってはど

うかなともちょっと思いましたので、どうして削除しているのか、この等と

いうのはどういう意味が入っているのかというところで確認させてください。 

◎総務課主幹（伊藤孝夫君） 消防関係法令におきまして山林や原野につい

ての定義がされていない中で、山林や原野に該当する地域の特定に当たって

は、森林法第５条の規定により、都道府県知事が作成する地域森林計画の対

象となっている区域を参考とするようにと総務省消防庁のほうから通知を受

けております。 

 愛知県の尾張西三河地域森林計画を見ますと当該地域に岩倉市が入ってい

ないということを確認したことから、今回の改正で整理をするといったとこ

ろです。 

 また、山林、原野等の等についてはというお話ですが、山林、原野に類似

して火災発生の危険のある土地、広範囲を指す包括的な表現ということで理

解していただきたいと思いますが、具体的には保安林ですとか放牧地などが

これに該当するというふうに理解をしております。 
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◎委員（梅村 均君） よく分かりました。ありがとうございます。 

 あともう一点ですけど、施行日が３月31日となっていたと思うんですが、

４月１日ではなくて令和８年３月31日とされたのはなぜかという点でお尋ね

いたします。 

◎総務課主幹（伊藤孝夫君） 施行期日につきましては、まず火を使用する

設備、器具等に対する規制におきましては、消防法第９条の規定に基づきま

して、政省令において条例の制定に関する基準が定められておりまして、今

回の改正の直接の原因である省令の一部改正が令和８年３月31日から施行さ

れるということから、同日をさせていただいたところです。 

◎委員（伊藤隆信君） 今回の火災条例の中でいいますとサウナのことが書

かれておりますけど、実際岩倉市にサウナというのはどれぐらいあるのか、

お願いいたします。 

◎総務課主幹（伊藤孝夫君） 現在のところ、今回追加する簡易サウナ設備

というのは、市内に該当する届出は今のところございません。 

 それで、令和６年１月に西市町地内の施設において、また令和７年２月に

おいては鈴井町地内の施設において、現行のサウナ設備に係る届出があった

ところでございまして、市内には現行のサウナ設備が２件存在するという状

況になってございます。 

◎委員（日比野 走君） 一般サウナ設備と簡易サウナ設備、それぞれで求

められる予防措置について何か違い等はあったりするのでしょうか。 

◎総務課主幹（伊藤孝夫君） 一般サウナ設備と簡易サウナ設備の一番大き

な規制の違いというところで申し上げますと離隔距離、取らなきゃいけない

必要な距離の違いがございまして、サウナストーブの周囲の可燃物の表面温

度が100度を超えない距離と可燃物の引火しない距離、この両方を満たす必

要があるのが現行のサウナ設備、これに対しまして、新たに追加する簡易サ

ウナ設備はどちらかを満たせばいいという、いわゆる緩和されるという内容

になっております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 29条の７の改正のところで、住宅における火災の予

防を推進するための施策に感震ブレーカーの普及、促進を追加するというこ

とですが、この感震ブレーカーはどれぐらいの設置なんでしょうか。 

◎総務課主幹（伊藤孝夫君） 感震ブレーカーの市内の設置状況ということ

でよろしいでしょうか。当本部において、過去この感震ブレーカーにおける

設置率の状況を調査したことはございません。というのは、今回新たに総務

省消防庁のほうから、感震ブレーカーについて、消防機関で新たに普及、広
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報に努めることという方針の下に条例に盛り込ませていただいたわけですけ

れども、国が別に調査をした結果を見ますと全国的には感震ブレーカーの設

置率は約１割にしか満たないというような資料は示されているところです。 

◎委員（桝谷規子君） 国の調査では１割で、市内では今まで普及がどれぐ

らいかという状況を把握することはしていないということで、今回の追加さ

れた条例の中で具体的にどのように普及、促進を図っていかれるんでしょう

か。 

◎総務課主幹（伊藤孝夫君） 今回の改正条例の本条につきましては住宅に

おける火災の予防の推進に関する事項について規定したものでありまして、

新たに感震ブレーカーを明記することから、普及、啓発にこれから努めてい

くというものでございます。他の消防機関の状況を今後確認して当市の防災

担当部局とも、今後どのようにしていくかというところは協議、検討が必要

となる部分かなというふうに思っています。いずれにしても今後、我々消防

機関として広報をしつつ、その先どうしていくかというところを考えていき

たいと思っています。 

◎副委員長（塚﨑海緒君） サウナブームが背景にあるということでこうい

った改正がされていくというところなんですけれども、市内でフィットネス

スタジオもとても増えてきているのかな、とてもではないですが増えてきて

いるのかなというところで、フィットネスにサウナが設置されているところ

もあると思うんですけれども、今後新しくそういった施設が出てくるときと

いうのはその届出を求めるような方向になっていくのかを教えてください。 

◎総務課主幹（伊藤孝夫君） 市内のいわゆる委員おっしゃったフィットネ

ス施設について、現在１施設について、現行のサウナ設備に該当するものが

設置されておりまして、これが２台設置されております。当然のことながら

それについての届出はうちのほうで受理をしておりまして、必要に応じて検

査をさせていただいているという状況です。 

◎委員長（鬼頭博和君） よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はないようですので、以上で質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。 

 委員間討議を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、委員間討議を省略いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 
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 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第23号「岩倉市火災予防条例の一部改正について」賛成の委員の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第23号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました案件は全て議了いたしました。 

 なお、本委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 以上で、総務・産業建設常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


